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中
l
t

秘
情
明
博
ナ

料
市
川
m
引
ト
じ

部
抽
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町
中
士

一
岬
戸
正
雄

米
田
庄
太
郎

汐

見

一

二

郎

強

間

載

車

財
産
よ
り
生
ず
る
無
形
所
得
の
課
税
・
法
串
博
士

形
式
叶
.
曾
準
概
念
・
・
・
・
・
・
文
単
一
博
士

租
税
責
措
及
び
経
時
の
闘
際
比
較
・
詩
型
博
士

崎

町

路

市

鋼

老
齢
舶
の
運
用
ご
そ
の
底
分
-
-
-
-
制
京
博
士

祖
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常

犯

明
治
初
年
に
於
け
る
大
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通
商
曾
枇

皐

ご

質
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情

錦

鰍

大
阪
の
文
化
ご
造
幣
局

私
常
質
尿
業
の
概
北
-

大
阪
市
の
人
口
増
加
に
就
て

A司

小
品
目
日
太
郎

官
野
和
太
郎

一
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租
税
負
携
及
び
経
費
の
園
際
比
較

(
上
)沙

見

耳目

第

租
税
責
携
の
問
題

租
税
負
檎
的
意
義

現
代
諸
国

ω鴎
民
館
演
は
、
卒
面
闘
係
に
立
つ
市
場
経
済
Z
立
鰻
閥
係
よ
り
な
る
財
政
正
が
組
織
的
に
結
合
し

て
始
め
て
成
立
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
財
政
は
市
場
経
済
よ

h
枚
入

Z
L
て
財
貨
を
徴
枚
し
夏
に
経
費
ご
し
て
財

貨
を
提
供
し
、
惑
に
財
政
古
市
場
経
憐
ご
の
聞
の
布
機
的
結
合
が
畿
生
す
る
の
で
ゐ
る
。
府
政
は
般
入
の
或
部
分

及
び
経
費
に
つ
い
て
は
市
場
経
済
に
謝
し
卒
面
閥
係
に
立
っ
て
ゐ
る
か
ら
、
此
意
味
に
於
て
は
特
質
e

伊
有
し
て
ゐ

な
い
ο

財
政
の
特
質
ご
し
て
特
に
恕
ぐ
べ
き
は
、
鐘
T

ろ
市
場
経
祷
よ
h
強
制
的
に
財
貨
を
徴
牧
す
る
貼
即
も
庚
義

に
於
け
る
租
税
の
方
面
に
存
し
て
ゐ
る
。
市
場
経
済
の
卒
爾
闘
係
に
謝
L
財
政
の
立
鶴
岡
係
を
云
々
す
る
は
、
質

は
租
税
を
中
心
ご

L
た
る
議
論
な

h
ご
云
は
ね
ば
な
ら
向
。
-
-
れ
租
税
負
曲
闘
が
財
政
の
重
大
問
題
な
る
所
以
で
あ

る
。
然
し
租
税
負
婚
は
車
に
そ
れ
の
み
の
問
題
ご
し
て
切
b
離
し
て
之
を
論
争
る
事
が
出
来
な
い
、
強
制
的
に
租

稔
hr
徴
枕
す
る
の
も
、
貨
は
徴
放
し
た
る
租
枕
を
総
て
は
経
費
の
形
に
於
て
支
出
L
、
そ
の
支
出
は
市
場
経
済
に

諭

議

租
掛
負
鵠
及
び
挫
費
白
岡
際
比
蚊

第
二
十
七
巻

五
O
E

第
四
親

四
九



歯

能

第
二
十
七
巻

五
O 

五
O
穴

第
削
蹴

租
積
負
揚
及
伊
経
費
白
岡
際
比
較

何
等
か
の
影
響
を
奥
へ
ね
ば
止
ま
凶
炉
ら
で
あ
る
。

hr
〈

τ租
税
負
擦
の
碗
究
は
経
費
に
踊
る
、
に
及
ん
で
、
始

め
て
会
き
を
得
る
の
で
ゐ
る
。
蕊
に
租
税
負
擦
を
経
費
古
関
連
せ
し
め

τ研
究
す
る
の
は
、
此
閥
係
を
重
大
視
す

る
か
ら
で
あ
る
。

租
税
負
強
の
問
題
は
大
健
二
つ
に
分
れ
る
。
特
定
的
和
類
の
租
税
又
は
特
定
の
地
方
の
租
税
の
負
指
の
問
題
Z

一
閥
会
閥
的
租
枕
負
搬
ピ
の
問
題
正
が
之
で
あ
る
o

我
聞
に
就

τ一
五
へ
ば
、
地
税
及
び
僻
業
放
出
減
税
に
よ
わ
農
業

者
及
び
商
工
業
者
が
如
何
な
る
負
踏
を
受
け
て
ゐ
る
か
の
問
題
・
地
方
に
よ
り
租
税
負
擦
に
胸
重
ゐ
る
潟
め
に
地

方
的
官
裁
が
大
都
市
に
移
住
す
る
の
事
貨
は
前
者
の
扱
ふ
べ
き
方
面
で
あ
る
。
之
に
調
し
我
国

ω租
税
負
携
が
会

館
ご
し

τ仙
の
詩
闘
正
如
何
な
る
聞
係
に
あ
h
や
は
役
者
の
問
題
で
あ
る
。
私
は
後
者
の
問
題
即
ち
租
税
負
抽
闘
の

園
際
比
較
を
扱
ひ
た
い
の
で
あ
る
。

租

税

の

限

度

一
閣
の
租
税
負
鎗
を
会
懐
古

L
て
研
究
す
る
事
は
、

る
O

租
税
に
は
積
な
り
原
則
が
掲
げ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
就
中
重
要
な
の
は
闘
民
経
済
的
原
則
で
ゐ
品
。
租
税
負
纏

相
税
的
限
度
の
名

ω下
に
財
政
朗
唱
者
が
試
み
た
る
所
で
あ

の
限
度
は
国
民
経
済
を
害
し
て
は
な
ら
ぬ
さ
云
ふ

ω
で
あ
る
。
然
ら
ば
国
民
経
済
を
寄
せ

F
る
租
枕

ω
限
度
正
は

何
ぞ
や
の
問
題
に
な
る
吉
、
議
論
が
分
れ
る
の
で
あ
る
o

抽
象
的
仁
、
岡
民
経
済

ω俊
遼
を
筈
せ
古
る
程
度
ご

か
、
国
民
所
得
を
侵
3
5
る
粍
由
民

2

己
か
を
主
張
す
る
論
岩
ご
、
数
量
的
に
租
税
的
限
度
を
決
定
せ
ん
正
す
る
撃
者

小川博士，和祝繭 261-232瓦
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ご
の
二
つ
に
分
れ
る
の
で
あ
る
。
数
量
的
の
御
察
方
法
を
採
る
或
事
者
は
、
徴
税
成
蹟
が
面
白
く
な
い
1
t
か
、
図

債
が
累
積
し
て
来
る
ぜ
か
、
失
業
者
が
培
し
て
本
ゆ
る
ご
か
云
ム
結
巣
を
見
1
、
事
後
に
其
限
度
骨
決
定
ゼ
ん
己
す

る
の
で
ゐ
る
。
夏
に
他
的

J

朗
申
者
は
、
租
税

ω負
帥
胞
を
人
口
数
・
岡
氏
所
得
.
闘
官
等
に
結
び
つ
け
て
訓
査

L
、
そ

の
大
小
に
よ
り
て
租
税
負
括
的
限
度
を
推
定
ゼ
ん
ご
し
て
ゐ
る
。
夏
仁
一
歩
を
進
め
て
、
岡
民
所
得
の
幾
樹
三
か

又
は
祖
税
負
槍

ω闘
際
平
均
葎
を
以
1
租
税
負
挽

ω標
準
・
ど
す
べ
し
ど
の
現
都
論
も
主
張
せ
ら
れ
た
の
で
あ
っ

r~ 。
勿
論
各
国
的
租
枕
負
鎗
を
数
量
的
に
比
較
し

闘
際
一
中
均
卒
以
上
の
図
t
以
下
の
閥
ピ
を
阻
別
す
る
事
は
、
そ

れ
自
身
wu
盆
り
あ
る
事
で
ゐ
る
o

然
L
世
界
各
闘
い
租
税
負
鎗
卒
の
棋
準
に
、
そ
の
限
度
を
泊
用
す
る
事
に
な
る

吉
、
脈
々
不
都
合
を
生
中
る
の
で
ゐ
る
。

第
一
仁
、
図
家
を
強
制
し

τ租
税
の
限
度
を
遵
守
せ
し
む
る
矯
め
に
は
、
同
家
以
上
の
強
力
な
る
離
カ
を
必
要

ご
す
る
的
で
ゐ
品
。
例
九
ば
岡
家
が
川
方
附
加
枇
山
一
H
以
前
卒
を
定
h
U
る
が
如
〈
、
岡
家
以
上
の
強
力
な
る
槌
カ
凶

健
が
園
家
叫
課
税

ω最
高
限
度
を
決
定
L
得
な
け
れ
ば
な
ら
刷
、
然
し
、
こ
れ
は
現
今
の
闘
中
部
組
織
に
於
て
は
不

可
能
で
ゐ
る
。

第
二
は
、

た
ご
へ
か
、
る
棋
カ
剛
健
が
成
立
せ
り
三
す
る
も
、

か
、
る
強
制
を
敢
て
す
る
事
が
果
し
て
姿
嘗
な

h
や
否
や
の
貼
で
ゐ
る
。
現
に
我
凶

ι於
て
は
原
則
正

L
て
地
方
附
加
税

ω最
高
限
度
を
設
け
引
例
外
的
に
制
限
外

2繭

議

E 

第
一
一
十
七
巻

組
枕
負
強
及
び
粍
究
白
岡
際
比
較

五

o
t

第
四
腕
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両市

濃

租
柚
負
推
及
刊
日
綿
提
の
岡
際
比
較

第一

7
1
t
審

O 
A 

第
叫
税

三五

課
税
を
認
め
て
ゐ
る
に
拘
ら
宇
、
そ
の
例
外
が
寧
み
原
則
芭
な
っ
て
ゐ
る
有
様
で
あ
る
。
同
一
国
家
内
E
も
か
く

の
如
く
で
あ
る
。
況
ん
や
岡
山
部
を
異
に
せ
ば
綴
済
生
活
及
び
副
食
生
活

ω内
容
に
も
獲
勘
九
ぜ
生
中
べ
〈
、
加
ム
る

に
時
代
の
一
時
間
還
の
粉
川
弔
ご
し
て
経
費
り
抑
制
加
を
異
に

L
延
仁
租
税
の
負
携
に
も
影
響
す
る
の
で
ゐ
る
。
噂
〕
れ
を
機

械
的

ω
一
律
に
て
支
配
せ
ん
古
す
る
一
帯
は
、
所
識
不
寸
公
平
を
避
け
ん
正
し
て
真
に
ヨ
吋
ノ
大
一
な
る
不
必
卒
ケ
敢
て
せ

ん
ご
す
る
事
正
な
る
の
で
あ
る
。

以
上
、

二
つ
の
理
由
あ
る
が
矯
め
に
、
租
枕
山
限
度
を
客
削
間
的
に
定
的
、
之
を
各
国
凶
問
仁
強
制
せ
ん
ご
す
る

肌
午
者
的
企
て
は
、
間
半
に
机
の
上

ω議
論
に
し
て
大
な
る
勢
力
を
占
む
る
に
至
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

賠
償
問
題
言
租
税
負
指

然
る
に
注
目
す
べ
き
は
.
世
界
大
戦
的
結
川
市
ご
し
て
此
方
両
上
俄
か
に
研
究
が
進
ん
で
来
た
の
で
ゐ
色
。
従
来

胡
申
者
が
机
上
仁
弄
ん
で
ゐ
た
理
論
を
賀
行
す
る
必
要
が
生
じ
た
の
で
あ
っ
た
。

4

U

F

サ
イ
ユ
僚
約
が
始
め
一
て
規
定

し
、
英
後
多
〈
の
曲
折
を
へ
て
ド

1
ズ
案
、

ロ

V

ド
ン
協
定
に
現
は
れ
た
賠
償
問
題
が
卸
も
こ
れ
で
あ
る
。

4
w
サ
イ
ユ
一
中
和
保
約
第
八
編
賠
償
は
賠
償
問
題
に
閲
す
る
規
定
で
あ
る
o

そ
の
第
一
款
の
一
般
規
定
の
中
で

注
目
す
べ
き
は
第
二
百
三
十
三
傑
で
ゐ
る
。
日
〈

、、

調
抱
幽
ノ
補
償
ス
へ
キ
前
記
損
害
ノ
総
額
ρ

賠

償

委

員

合

制
λ

ル
同
盟
倒
国
際
委
員
合
之
ヲ
協
定
λ
4
u
v
該
委
員
合
ノ
組
織
及
拙
能
戸
本
羽
及

本
項
第
二
乃
車
体
セ
附
随
帯
ノ
広
ム
ル
則
一
二
世
ル



ご
。
而
し
て
第
一
一
附
属
書
の
十
二
に
は

・
:
(
陥
償
)
委
員
曾
ρ

左
問
ノ
録
件
及
規
定
一
一
謡
由
丸
ル
ヨ
ト
ヲ
製
ス

ィ
:
:

{
 

'V委
員
合
ハ
揃
塩
闘
ノ
支
掛
能
力
ヲ
定
畑
=
評
定
ス
ル
=
際
シ
第
一
一
一
-
問
団
地
凶
ノ
支
捌
7

へ
キ
問
償
額
ヲ
内
闘
債
ノ
利
息
支
抽
又
円
償
還
ュ
先
テ

、
、
、
‘
.
、
.
、
、
、

.

.
 、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
‘
.
、
‘
、
、
.
、
、
、

描
也
圃
ノ
永
世
旗
入
-
一
端
λ

ル
縞
悌
一
一
-
二
般
品
調
迦
闘
ノ
租
除
制
度
方
(
賠
償
)
委
員
官
民
代
表
セ
ラ
ル
ル
何
レ
ノ
闘
ノ
阻
柑
制
度
ト
比
較
ス
ル
モ
其

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
‘
、
、
、
、
.
、
、
、
、
、
、

ノ
負
抽
山
間
hv
テ
脚
力
ラ
サ
ル
事
坑
ユ
付
献
信
ヲ
待
ル
伐
硝
誕
闘
ノ
靴
輯
制
度
ヲ
検
査
ス
へ
シ

t
規
定
し
℃
め
る
。
聯
令
国
t
し
て
は
、
賠
償
金
を
ピ
れ
副
程
度
仁
迄
濁
滋
閣
の
闘
民
経
済
を
疲
弊
せ
し
め
て
は

。
。
。
。
。
。
。
。
。
。

こ
れ
賠
償
金
決
定
の
最
大
限
度
で
あ
る
。
然
し
同
時
に
獅
逸
闘
の
財
政

本
来
の
目
的
を
逮

L
得
な
い
の
で
あ
る
。

扶
践
が
聯
合
図

ω財
政
妹
腿
よ
・
り
も
良
好
な
h
z
云
ふ
が
如
き
軽
微
な
る
賠
償
金
は
聯
合
図

ω満
足
上
得
古
る
所

で
あ
る
。
然
ら
ば
各
闘
の
り
財
政
紋
践
を
如
何
に
測
定
す
ぺ
き
か
、
背
叫
に
租
税
負
措
の
図
際
比
帥
棋
の
問
題
が
起
っ
て

。
。
。
。
。
。
。

来
た

ωで
あ
る
。
結
局
、
濁
逸
岡

ω租
税
負
地
調
が
聯
合
闘
の
租
税
負
擁
よ
り
駿
か
ら
F
る
事
が
賠
償
金
決
定
の
最

0

0

0

0

0

0

 

小
限
度
で
あ
る
。
託
京
司
欧
米
の
財
政
凱
平
岩
が
祖
税
負
括
的
問
蹄
比
較

ω問
魁
に
研
究
を
集
中

Lτ
ゐ
る
の
も
同

貨
は
・

ニ
の
賀
際
的
必
要
じ
出
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

以
上
、

租
税
負
携
が
財
政
に
占
む
る
地
位
及
び
そ
の
経
費
に
謝
す
る
関
係
を
明
か
に
し
、
夏
に
租
税
負
備
が
現

A
T
に
於
1
は
従
来
の
事
者
の
理
想
論
よ
り
賞
際
家

ω現
質
論
、
己
な
っ

τゐ
品
事
を
論
じ
た
の
で
あ
っ
た
、
然
ら
ば

租
税
負
備
は
如
何
に

Lτ
之
を
測
定
す
べ
き
か
、
項
を
改
め

τ之
を
論
守
る
。

論

最

租
酷
負
強
及
び
組
提
出
闘
際
比
較

E 

節
二
十
七
を

五

O
え

第
四
枕
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論

叢

租
柑
負
描
及
刊
日
紹
費
白
踊
際
比
較

第
二
十
七
巻

n 

Cコ

第
同
腕

主E

阻

第

租
税
宣
擦
の
測
定

租
税
負
婚
の
測
定
方
法
は
、
特
定
柑
類
の
租
枕
の
負
婚
な
り
や
、
特
定
地
方
の
租
税

ω負
躍
な
り
や
、
真
に
一

閥
会
健

ω凡
て
の
視
枕
の
負
携
な
り
や
に
よ
っ
て
問
題
を
具
に
す
る
の
で
ゐ
る
。
認
に
問
題
ご
な
れ
る
租
税
負
捻

は
、
場
所
的
に
は
一
閥
会
髄
で
ゐ
h
、
相
刊
類
的
に
一
謂
っ
て
凡
て
の
祖
税
を
網
羅
す
る
の
で
ゐ
品
。
所
前
、
租
枕
負

鎗

ω凶
際
比
蚊
が
問
題
正
な
っ
て
来
る
の
で
あ
る
。
以
下
、
第
一
に
、
祖
税
負
捻
に
所
調
租
税

ω意
義
を
明
か
に

L
-
第
二
に
、
祖
税
負
拾
を
算
定
す
る
に
際
し
、
租
税
額
ご
租
税
負
携
力
子
宮
如
何
に
結
合
す
ぺ
き
h
r

を
論
じ
、

最
後
に
、
各
闘
の
税
枕
負
携
を
測
定
せ
る
質
例
に
う
つ
り
た
い
の
で
あ
る
。

租

税

の

意

義

租
税
A
H
踏
を
測
定
す
る
に
は
祖
枕
己
は
何
ぞ
や
の
問
題
を
解
決
せ
ね
ば

M
ら
ぬ
。
形
式
的
に
一
冨
へ
ば
「
租
税
古

は
租
税
な
る
名
を
以
て
呼
ば
れ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
」
Z
頗
る
筒
翠
に
解
答
せ
ら
れ
る
が
、
賞
際
問
題
ご
な
る
吉
、

稲
々
疑
問
を
生
守
る
の
で
あ
る
。

第
一
に
、
形
式
的
に
は
租
税
古
稀
せ
ら
れ
な
い
も
の
で
も
租
税
負
指

ω際
に
は
租
税
ご
し
て
取
扱
ム
ペ
き
も
の

が
あ
る
o

炉
、
る
碕
類

ω租
枕
は
、
形
式
的
に
は
ゐ
経
済
枚
入
ぜ
な
経
済
枚
入
ご
経
費
ご
の
三
つ
の
中
に
之
を
畿

見
す
る
の
で
あ
る
。
か
の
手
数
料
使
用
料
の
如
き
会
経
済
的
枚
入
は
、
本
来
、
給
付
反
針
給
付
の
原
則
に
従
ふ
も



の
で
あ
る
が
、
往
々
に
し
て
資
質
的
に
は
寧
ろ
租
税
に
属
す
ぺ
き
も
の
を
包
合
し
て
ゐ
る
。

か
の
相
滅
枕
-wd
如

き
、
そ
の
初
期
に
於
て
は
手
数
料
ゆ
形
で
徴
牧
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
o

第
二
に
な
経
済
枚
入
の
中
じ
て
問
題
己

な
る
の
は
専
琵
で
ゐ
る
。
専
質
的
中
、
行
政
#
寅
は
市
場
経
済
己
岡
様
な
る
性
質
を
布

L
て
ゐ
る
か
ら
之
を
除

き
、
財
政
専
責
に
於
て
は
市
場
経
憐
の
利
潤
以
上
に
利
税
に
風
す
る
も
の
を
も
徴
枚
す
る
が
ら
之
を
寧
ろ
消
費
税

に
歎
へ
る
事
が
出
来
る
。
日
本
の
煙
草
専
責

ω如
き
・

ぞ
の
質
例
で
あ
る
o
最
後
に
形
式
的
に
は
経
費
た
る
べ
き

も
の
が
質
質
的
ド
は
粗
税
な
り
己
一
お
ふ
正
、

一
見
矛
盾
し

τゐ
る
師
団
で
め
る
が
.
各
闘
の
財
政
に
は
其
例
に
乏
し

〈
な
い
の
で
あ
る
。

か
の
名
春
峨
に
封
仁
車
に
名
義
的
の
報
酬
を
支
梯
ひ
、
叉
は
徴
兵
制
度
の
下
に
於
て
兵
卒
に

今
舗
の
俸
給
を
支
給
す
る
場
合
的
如
き
.

そ
の
報
酬
及
び
俸
給
た
る
少
額
の
経
費
に
閥
漣
し
て
、
賞
質
的
に
は
相

賞
仁
多
額
な
る
租
税
を
徴
牧
し

τぬ
る
事
に
な
る
の
で
あ
る
。
此
等
は
租
税
の
名
を
有
L
て
ゐ
な
い
が
、
資
質
的

に
見
て
租
税

ω中
に
蚊
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
試
み
に
、
租
枕
吉
、
専
資
牧
入
ご
、

そ
の
合
計
た
る
剛
岡
氏
負
挽
額
さ
を

各
国
に
つ
き
算
定
す
る
芭
第
一
表
を
得
る
事
が
出
来
る
。

i品

去

専
此
4k 
入
と
事且

稔
止に
入

と
の
よ』

較
主.，

直

接

税

収

入

間

接

枕

牧

入

一ー干孟J寸ー一一
日

本
(
一
一
は
仁
六
)
一
ド

f
町ソ

ー(

よ J|七九

宅街司年二
ニ C到 7
'Ii. 0引、-"

フ

フ

ン

ー l λ

五-1--
二二 1:九
哩PJElz
てそ ?L| 55 …-_. ， 

イ
タ

，~ 

七 lil二一
二 二|じ九

三石|年子

ラミ417
λ 百 ~I-"'-

論

議

第
二
十
七
巻

E 
宜工

宝王

組
掛
負
強
及
び
紹
費
0
・
闘
際
比
舷

第
四
就

'35 League of Nations; International Statistical Year-Book. 1926. p. 
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論

議

租
積
負
挽
及
び
料
提
の
闘
際
比
較

事

貰

一、
O
凹
八

-
i

政

入

合

官「

第
二
十
七
を

五

一一一五

λ
一

一
大
豆
一
士
一
一
一

第
曲
扱

五
プミ

工
、
七
一

0
・七

一五、
E
九
0
・。

政
以
外
の
目
的
を
有
す
る
租
税
特
に
保
護
関
税
が
、

第
二
に
、
形
式
的
に
は
租
税
の
様
で
あ
っ
て
も
賞
質
的
に
は
そ
う
で
な
い
も
の
を
考
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
か
の
財

そ
の
遁
例
で
ゐ
る
。
閥
枕
の
中
で
財
政
関
税
が
賞
質
上
の
租

税
負
携
ご
な
る
事
は
明
か
で
あ
る
が
、
保
護
関
税
じ
つ
い
て
は
議
論
が
諸
々
に
分
れ
或
は
内
国
の
租
税
負
措
に
敷

へ
又
は
相
手
国
的
租
税
負
強
ご
す
る
の
で
あ
る
。
此
等
の
租
税
の
賦
課
は
、
市
場
経
済
に
座
迫
を
典
ふ
る
科
度
如

第
三
に
、

何
に
よ
っ
て
、
租
税
負
指
額
よ
h
差
引
か
ね
ば
な
ら
泊
。

一
概
に
租
税
ご
云
っ
て
も
、
田
平
に
岡
枕
に
止
め
争
地
方
税
に
及
ぼ
す
必
要
が
ゐ
る
。
第
二
表
に
示
す

g
日
ー
、

み
u
N

品
保
司
ノ
、

第
(イ}ニ
。表

::1圃

E ? 
印地
E 方
国税
切と
自由

闘比
査較.，表

日

iliii土

一合戦z主前

」ー_L一一

倒

税

地
方
枕

合

昔十

冒
-
布
陣
小

Edv
一

一大一一一・一一

九
ニ
・
穴
一

ニ
h
E
・七一

イ

ギ

リ

ス

北
米
合
衆
凶

=一、
λ
四一一一

-
、
三
五
の
一

五
二
九
三
一

7

一
フ
ン
ス

" 
ナ

九|ヒ三~I グ
七 10 -10:.1 

一
、
七
三
ニ

イ

タ

り

l
冒
苛
リ
ラ

Ta昆ableCapacity and the Burden of Taxation and Public Deht (Journal 

of the Royal 5tat;'I;cal 5ociety. 1925. p. 543) 
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二三職
P叶
年さ後
) ー

一一一一日一

一九三ご

T
一。l ニプず
い、、
ニl 九三
カιI 1L 0 
王三円

引一

地闘
方
不よ占 干官

一
六
、

0
0
0

凹
、
。
。
。

合

一一一
U
、0
0
0

言l

{ロ)
削

除
噛自

盟
0， 
iiJll 

査"

地図

F
H世
J
A

宅
唱
正
雫
込
書
正

一

五

0
0
・

四

一

一

六

六

・

二

三

二

四

五

・

ヱ

五

、

凹

五

円

一

一

六

0
・
0-

凹

パ

0
0
・
0

計
寸
か
引
引

E
引
苛
引
恥
三
副
引
到
配
引
司
引
引

つJ.i

~~祇

合

中
央
集
権
の
岡
正
地
方
分
確
の
周
ご
じ
よ
b
.
地
方
税
ご
図
税
正
の
政
字
の
割
合
が
岡
持
つ

τゐ
る
。

よ

f
地

租
、
血
官
業
政
盆
税
を
国
税
髄
系
よ
ち
底
止
す
る
事
を
主
張
し
な
が
ら
、
同
時
に
之
を
地
方
枕
ご
し
て
復
活
せ
し
め

ん
ー
す
る
議
論
が
あ
る
。
国
税
岨
阻
系
ご
し
て
は
、
租
税
負
描
聞
の
斡
減
正
な
ら
う
、
然
し
地
方
税
耀
系
正
し
て
は
租

税
負
擦
の
増
加
古
な
る
の
で
あ
る
。
国
民
の
具
の
租
税
負
携
を
知
ら
ん
正
せ
ば
、
園
枕
地
方
税
の
雨
者
を
考
慮
せ

ね
ば
な
ら
肉
。
街
、
地
方
枕
吉
国
税
己
の
聞
に
曾
計
上
の
関
係
に
よ
b
重
複
す
る
数
字
が
ゐ
れ
ば
、
そ
れ
を
避
り

る
方
法
を
採
ら
ね
ば
な
ら
向
。

第
四
に
租
税
牧
入

ω総
額
を
計
算
す
ぺ
〈
決
し
て
純
額
に
満
足
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
租
税
の
如
き
股

官官

設

租
枕
負
強
及
び
総
費
由
闘
際
比
較

第
一
一
十
七
巻

五

車
四
腕

五
七

1922-1926. p. Public Finance League of Nations: Mern.ant.ndUfl"l on 

15-16• 

6) 



論

接

祖
税
負
強
及
び
経
費
の
岡
際
比
較

第
ニ
十
七
巻

五

四

第
四
蛾

五
λ 

入
食
計
に
ゐ
ち
て
は
、
純
額
計
算
正
し

τは
徴
牧
し
た
租
税
を
欣
入
苦
し
徴
税
費
を
経
費
ど

L
雨
者
を
な
ら
べ
記

す
る
に
謝
し
・
純
初
計
算
正
し
て
は
租
枕
牧
入
よ
り
徴
税
費
を
差
引
き
た
る
残
額
一
つ
だ
り
を
牧
入
に
掲
げ
る
の

で
あ
る
。
然

L
租
枕
ご
し
て
岡
氏

ω支
抑
っ
た
の
は
紬
額
で
あ
っ
て
純
額
で
は
な
い
。
従
つ

τ租
税
負
指
に
つ
い

て
は
総
額
を
計
算
せ
ね
ば
な
ら
向
。

最
後
に
、
租
税
の
数
字
Z
し
て
は
、
珠
算
案
、
珠
算
‘
現
計
・
決
算
等

ω各
組
の
数
字
が
あ
る
が
、

な
る
べ
く

な
ら
ば
推
測

ω漁
算
案
を
惑
5
か
つ
て
現
貫
性

ω決
算
に
近
づ
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
然
し
決
算

ω欽
乎
は
佐
々
古
き

に
過
ぎ
質
則
に
越

L
な
い
事
が
あ
る
。
放
に
切
迫
し
に
る
財
政
問
題

ω解
決
に
は
、

止
h
u
な
く
、
強
算
案

ω数
字

を
奉
考
に
す
る
一
帯
も
ゐ
る
。

以
上
的
議
川
崎
に
わ
た

h
租
枕
の
意
義
を
明
が
に
し

τ‘
租
税
額
を
算
定
サ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

組

税

負

指

カ

租
枇
の
意
義
が
先
づ
決
定
し
て
・
次
に
起
る
問
題
は
租
枕
の
負
館
り
程
度
を
如
何
に
し
て
算
定
す
る
か
ご
云
ふ

事
で
あ
る
。

日
曜
も
簡
単
な
る
企
て
-
己
し
て
、
各
凶

ω租
枕
額
全
部
ef
共
催
に
比
較
す
る
事
が
由
来
る
o

租
税
制

ω紙
針
放
を

一
不
す
事
は
そ
れ
自
身
意
義
含
有
し
て
ゐ
る
が
、

租
税
負
榊
似
の
程
度
を
そ
れ
に
よ
り
測
定
す
る
芭
な
る
ご
問
題
で
め

る
。
葉
し
租
枕
負
援
正
云
ム
以
上
は
・
租
枕

4e支
掛
っ
た
持
摘
さ
租
殺
を
支
抑
ひ
得
る
抱
力
ご
の
一
一
つ
を
比
較
し



て
決
定
せ
ね
ば
は
ら
れ
刷
。
従
っ
て
租
税
正
一
耳
ム
縦
横
的
負
擦
を
挽
ふ
柏
崎
め
に
は
、

そ
れ
を
悌
ひ
得
る
綴
済
的
負
捻

カ
を
之
ピ
閥
越
せ

L
U
る
必
要
が
起
る
。
放
に
机
税
負
抱
は
租
税
額

ω絶
叫
剖
数
字
に
止
ま
ら
ず
、
負
蜘
悶
窓
・

ω
相
調

数
の
問
題
に
う
つ
る
の
で
ゐ
る
。

然
ら
ば
租
税
山
り
A
H
提
出
中
を
算
出
す
る
殺
め
一
に
、
如
何
な
る
経
済
的
負
捻
カ
を
租
税
額
に
閲
越
ゼ
し
む
べ
き
か
、

一
閥
的
人
口
、
土
地
の
面
積
、
闘
省
、
閥
民
所
得
が
そ
的
主
な
る
も
の
で
あ
る
。

人
口
を
租
税
負
強
に
胸
漣
せ

Lυ
る
事
は
、
巴
に
皐
者

ω試
h
u
る
所
で
あ
る
。

zp仏

母

国

σ吋
聞
広
は
第
三
求
の

数
字
を
示

L
て
ゐ
る
。

第

者

一
人
前
り
闘
税
負
描
由
闘
際
比
較
岩
(
一
九
一
三
年
現
在
)

マ
ル
ク
車
骨

七三一一一

-". ，、

四
四

一一
Z〆

ア

ポ
ル
ト
ガ
ル

ト'

イ

ギ

り

イ

タ

'I

フ

ラ

ン

ス

ツ

ロ

イ
同
点
・
2

一一

然
L
、
人
口
一
人
嘗
h
租
税
負
携
額
な
る
も
の
を
各
闘
に
つ
き
算
定
し
究
所
で
・
車
に
そ
れ
に
り
の
意
味
に
止

ま
る
の
で
あ
る
。
孟
し
、
人
口
三
云
っ
て
も
、
老
幼
婦
女
は
比
較
的
に
租
税
負
捻
ご
閥
係
務
〈
、
叉
た
ご
へ
人
口

の
構
成
要
素
が
同
一
な
ち
ご
す
る
も
、
園
民

ω有
す
る
経
済
的
負
鎗
カ
が
各
国
に
よ
り
具
る
放
で
あ
る
。
之
が
欠

貼
守
備
は
ん
が
斜
め
に
或
は
生
産
に
従
事
し
得
る
年
齢

ω人
口

ωみ
を
捕
へ
て
一
入
賞
h
負
強
舗
を
調
べ
、
叉
は

両面

叢

租
税
負
措

A
F
紐
費
の
闘
際
比
較

五
ブι

第
一
一
十
七
巻

五

五

第
四
統

Finanzwissenscnaft. 11. 1. S. 43・η 



論

輩

第
一
一
十
七
巻

五

~，、

プミ
O 

第
問
就

相
循
負
調
及
び
踏
費
白
岡
際
比
粧

直
接
税
の
一
入
賞
り
負
措
額
は
一
一
般
市
民
の
人
口
に

τ調
査
し
、
間
接
枕
は
軍
人
を
合
め
た
る
凡
て
の
人
口
に
閲

漣
せ
し
め
、
叉
は
有
業
者
の
一
入
賞
h
租
税
負
世
間
額
を
算
定
す
る
人
が
ゐ
る
。

車
純
な
る
人
口
一
入
賞
与
租
税
負
鎗
力
が
無
意
味
な
り
言
せ
ば
、
何
等
か
経
済
的
負
強
力
を
反
影
す
る
も
の
を

捕
へ

τ租
税
負
践
を
測
定
せ
ね
ば
な
ら
ね
o

此
目
的
を
以
て
先
づ
現
は
れ
た
の
は
、

一
闘
の
面
積
で
ゐ
る
。

方
略
蛍
!
り
杭
税
負
撚
額
一
平
方
粁
留
り
負
踏
額
が
即
ち
之
で
ゐ
品
。
此
等
め
数
字
は
、
土
地
が
生
産
力
的
唯
一
の

源
泉
な
り
L
不
動
産
時
代
に
於
て
は
相
官
り
煩
低
を
有
し
て
ゐ
る
が
、
商
工
業
の
藤
達

L
た
現
代
経
済
組
織
仁
於

て
は
意
味
を
失
っ
て
ゐ
る
。
叉
土
地
は
人
口
結
合
し

τ始
由
て
経
済
カ
を
費
削
押
す
る
も
の
な
る
が
故
に
、
単
純
な

る
土
地
の
而
積
は
問
題

ω解
決
に
資
す
る
所
が
少
い

ωで
ゐ
る
。

土
地
以
外
に
経
済
的
負
鎗
カ
を
表
現
す
る
も
の
Z
し
て
は
、
岡
宮
古
園
民
所
得
ご
が
教
へ
ら
れ
て
ゐ
る
o

宿
泊
闘
民
所
得
は
い
ワ
れ
も
一
種
の
擬
制
に
し
工
、

そ

ω本
質
仁
つ
い
ー
は
楠
々
疑
問
か
加
へ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で

そ
り
算
定
仁
は
物
的
方
法
、
人
的
方
法
、
折
衷
方
法
が
存
し
結
川
市
は
極
々
で
あ
る
、
現
に

m
E
E唱

の
如
主
は
、
各
国
に
行
は
れ
た
る
閥
富
、
園
民
所
符
の
調
査
の
結
川
市
の
誤
謬
の
範
囲
を
一
樹
、
二
制
、
三
割
‘
悶

割
以
上
ご
云
ふ
凪
に
匝
別
し
て
調
査
の
慎
低
を
定
め
て
ゐ
る
程
で
あ
る
。
然
れ
ど
も
租
税
鵠
系
中
に
財
産
税
、
所

ゐ
品
。
而
も
、

得
税
が
存
在
し
・
財
産
及
び
所
得
が
謀
枕
物
件
正
な
っ
て
ゐ
る
以
上
は
、
国
民
所
得
及
び
閥
宙
も
或
程
度
迄
は
明

瞭
な
る
概
念
な
り
ピ
一
五
は
ね
ば
な
ら
泊
。

か
の
租
税
の
国
民
経
済
的
原
則
に
よ
れ
ば
、

租
税
は
国
富
に
食
ひ
込
む zp. 

The 、Veailh凡ndIncome of the Chief Powe日(Journalof the Roy"l 

Statistical Society. '919. p. 489) 
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べ
か
ら
争
、
園
民
所
得

ω中
よ
り
支
抑
ふ
べ

L
Z
云
は
れ
て
ゐ
る
。
こ
の
意
味
に
於
て
も
岡
宮
及
び
国
民
所
得
は

租
税
の
経
済
的
負
備
力
ご
重
要
な
る
閥
係
を
有
し
て
ゐ
る
。

然
ら
ば
、
岡
宮
ご
図
民
所
得
ご
の
何
れ
を
租
税
負
循
カ
の
艶
象
ご
す
べ
き
や
の
問
題
が
起
る
o

非
常
時
に
は
、

[
砧
税
が
耐
融
市
牧
入
た
る
限
b
、

花
人
の
有
す
る
財
産
を
調
査
し
て
、
そ
の
一
冗
本
仁
食
ひ
入
る
が
如
き
質
質
的
財
産
税
を
謀
す
る
場
合
が
ゐ
る
。
然

か
、
る
非
常
手
段
を
永
続
せ

L
む
る
事
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
普
通
、
凡
て
の

机
枕
は
質
問
国
的
に
児
JL
成
義
の
所
得
税
仁

L
て
、
従
っ
て
租
税
の
経
常
枚
入
的
性
質
上
、
租
税
は
岡
氏
所
得
よ
り

す
る
事
ご
な
っ
て
ゐ
る
o

租
税
的
負
捻
を
測
定
す
る
経
済
的
A

民
地
岨
カ
ご
し
て
は
図
民
所
得
を
採
用

徴
牧
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、

で
ゐ
る
。

各
国

ω園
民
所
得
に
つ
き
て
は
稀
々
の
統
計
が
存
し
て
ゐ
る
。
そ
の
重
要
な
る
も
の
を
事
内
よ
い
ば
、
夫
山
川
如
く

却
(ィ)凹
の去

三1問
主民
~ fj丹
田符
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h 霊
伝》

圃
際
比
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「
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四

年

一

回

、

0
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イ
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y
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丸
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干
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四

日
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五
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五
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百
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九
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年
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J司
調
査川

職
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五
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職

庶

静
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掠

大
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0
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0
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λ
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0
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0
0

一回
O
、
o
o
c
l
一
七
O
、
0
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租
税
負
擦
率
の
国
際
比
較

租
税
負
揚
率
ご
し

τ租
枕
負
傷

ω困

国
民
所
得
を
分
母
ご

L
租
枕
枚
入
額
を
分
子
正
し
た
る
百
分
比
が
通
常
、

際
比
較
に
用
ひ
ら
れ

τゐ
る
。
岡
民
所
得
及
び
租
税
枚
入
額
に
闘
し
各
械
吋
数
字
が
算
定
せ
ら
れ
る
が
如
〈
、
租

税
負
摺
窓
・
も
多
縄
海
し

τゐ
る
o

第
五
表
に
は
、
代
表
的

ωも
の
三
つ
を
引
用
し
た
の
で
ゐ
る
。

第
{イ)" '1表

出事1
5h 枕
崎負

"' ~ E 串
品各
ω 闘

の比
闘較
査 12)表

一
日

椴
酌
ご
丸
ご
ニ
!
一
四
句
)
一

職
後
〔
一
九
二
三

1
ニ
凹
年
三

h
・
側
関
聯
盟
の
闘
査

現職聴取

論

議

租
砥
負
描
R
A
F

留
費
山
口
闘
際
比
較

立皇位

ナ

第
二
十
七
魯

一日斗一一副

ナイ五
一
九

第
四
時
制

イ

ツ

l孟. ブ 三己

山主

ハ-

o 0% 

七三
I I 

九四ゐ

プず

。p.cit.， p. 543・
op. cit.， p. 17 

12) 

13) 



論

議

(-、}
出型。世

Eト負
俗 世

ロ.-
2え

呪?堅

調組
査u，費

<n 

圃
際
Jt 
絞

第
二
+
七
巻

占，、
四

五

O 

第
四
棋

職

tl! 
-~-，-一一一

り

北
米
合
休
明
一

ムニ

v 

ギ

y 

"" ，，1ス

， 

イ

ノ-'1劃
』一----

， 

イ

既
に
設
朋
し
た
る
が
如

tb
租
税
牧
入
額
そ
れ
自
身
が
頗
る
駿
昧
な
る
数
字
な
る
上
に
・
闘
民
所
得
じ
っ
レ
て

も
栂
牟
の
算
定
方
法
が
講
世
ら
れ
て
ゐ
る
か
ら
、
租
税
負
婚
率
に
闘
し
て
は
鯖
一
す
る
所
を
知
ら
な
い
の
で
ゐ
る
。

現
に
賠
償
問
題
に
闘
し
諸
国
の
租
税
負
館
卒
e

伊
算
定
す
る
に
蛍
h
・
債
務
園
債
権
園
何
れ
も
、
分
母
た
る
自
闘
の

闘
民
所
得
を
出
来

rけ
低
〈
見
積
り
、
分
子
た
る
自
国
の
租
税
額
を
出
来
る
だ
り
高
〈
見
積
b
、
以
て
自
己
の
祖

税
負
携

ω重
き
事
を
誇
張
せ
ん
Z
努
め
て
ゐ
る
、
同
時
に
他
園
の
租
税
負
携
率
を
過
小
に
評
欄
せ
ん
ご
し

τゐ
る

の
で
あ
る
o

か
の
英
国
の
財
政
愚
者
印
F
E
E
が
獅
逸
の
戦
後
租
税
負
強
率
を
世
界
最
高
な
・
9
ご
し
て
ニ
六
・

oμ

ご
見
積
、
り
た
る
を
利
用
し
て
、

調
越
の
皐
者
が
印
}
弘
司
自
の
論
文
を
〈
。
-EaHMro自
自
由
ロ
ロ
品
切
B
R耳
目
認
さ

題
し
て
出
版
し
賠
償
問
題
を
白
図
に
有
利
に
展
開
せ
ん
さ
企
て
し
が
如
き
、
そ
の
質
例
で
ゐ
る
。
而
も
、

』
の
政

治
的
事
情
の
他
に
幣
制
素
乱
な
る
経
済
的
事
情
が
加
は
b
・
租
税
収
入
額
及
び
図
民
所
得
を
一
市
す
貨
幣
額
の
意
味

を
混
乱
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。
こ
の
政
治
的
及
び
経
済
的
事
情
が
、

犯
行
き
へ
解
決
困
難
な
る
租
税
負
傷
の
現
論

E
相
結
び
、

い
よ

J
L問
題
を
迷
宮
に
逢
っ
て
ゐ
る
の
で
ゐ
る
。
か
の
者
在
日
R
E
o
-
N
の
懐
疑
論
盟
主

Z07
Wa;dnemar Holz; Sind in terI1'l.tionale Vergleiche s回 lerlicherBelastung 

moglich? S. 51. 
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z
z
o
E
r
〈

oa-orr
昆

2
2
z
o
r
t
出
巳

E
E口
問
。
ロ
自
白
色
目
。
r
?は
・
こ
の
空
気
の
中
か
ら
醸
生
せ
ら
れ
た
も
の
で

あ
る
。最

後
に
問
題
ご
な
る
の
は
、
累
進
の
理
論
が
閥
家
の
租
税
負
指
論
に
も
之
砂
適
用
す
る
必
要
ゐ
h
z
の
主
張
で

あ
る
o

即
ち
富
困

ω
一
割
の
租
税
負
婚
率
は
貧
困
の
一
割
の
租
税
負
捨
率
よ
り
も
、
園
民
経
済
を
腿
遁
す

ev
程
度

少
し
吉
一
お
ふ
考
で
あ
る
。
蓋

L
国
家
は
生
年
の
目
的
の
錦
め
に
戒
科
度
の
置
費
の
支
出
を
絶
叫
到
的
に
必
婆
芭
す
る

の
で
あ
る
o

最
低
生
存
農
が
却
も
之
で
ゐ
品
。
従
っ
て
最
低
金
存
按
を
廟
出
陣
す
る
事
正
な
る
〈
同
一
卒
の
租
枕

負
挽
率
に
し
て
も
官
困
の
場
合

t
貧
困
の
場
合
ピ
そ
の
解
蒋
'
伊
鑓
へ
ね
ば
な
ら
院
の
で
あ
る
。
設
に
於
て
か
租
税

負
帥
開
論
は
一
一
麗
し
て
経
費
論
E
な
る
の
で
あ
る
o

日
〈
、
嘗
該
国
の
徴
牧
し
た
る
租
税
は
必
要
欠
〈
べ
か
ら

F
る

経
費
仁
支
出
せ
ら
れ
て
ゐ
る
か
ど
う
か
、
換
言
せ
ば
、
各
国
の
最
低
生
存
費
が
如
何
に

L
て
算
定
す
べ
き
か
の
問

閣
に
う
つ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。

向
、
此
問
題
ご
閥
漣
し
て
徴
牧
せ
ら
れ
し
租
税
枚
入
の
幾
部
分
が
経
費
ご
し
て
其
催
消
失
し
・
又
そ
の
幾
郎
品
川

が
経
費
正
し
て
再
び
市
場
経
済
に
復
錦
し

τ困
民
経
済
を
潤
す
か
の
問
題
を
解
決
せ
ね
ば
な
ら
凶
。
・
・
れ
第
三
項

に
於
て
経
費
に
論
及
す
る
所
以
で
ゐ
る
。

論

設

租
穂
負
鳴
及
び
翻
費
白
岡
際
比
較

第
二
十
七
番

五

第
四
挽

F、
豆


